
（１）市民参加の実施内容

○
案を修正しな
かった

その他

<アンケート回収数>
１８７件

意見を反映した
（案を修正した）

その他
【保護者（ＰＡＴ役員）ア
ンケート】

Ｈ２６/９/８案内配布
<意見募集期間>
Ｈ２６/９/８
～Ｈ２６/９/１９

市内各小中学校にて
受付

・ポイントを絞った質問項目を設け
回答しやすくした。

○
案を修正しな
かった

その他

･ツイッターにも情報提供をした。

―

意見数
１件 ―

<ＨＰ>
Ｈ２６/１１/２１～

意見を反映した
（案を修正した）

― ―

⑦人数構成内訳 ⑧結果の公表 ⑨意見の反映 ⑩工夫したこと ⑪その他特記事項

パブリックコメント

<ＨＰ>
Ｈ２６/９/１～

<広報紙>
Ｈ２６/９/１月号

<出張所・公民館>
Ｈ２６/９/１～

<意見募集期間>
Ｈ２６/９/１
～Ｈ２６/９/３０

ファクシミリ
郵送
電子メール
書面の持参

―

市民参加の手法 ①開催告知日 ③募集期間 ④受付方法 ⑤開催日等 ⑥人数等

概　要 「いじめ防止対策推進法」、「いじめ防止対策推進条例」の趣旨を踏まえ、子どもたちが健やかに成長できる環境をつくるべく、積極的で効果的ないじめ防止のための市条例を制定する。

市民参加の実施
結果を踏まえた
担当課の意見

・学校を通した保護者へのアンケートでは、条例の内容で特に検討を要する点についての質問項目を設けたことで、より多くの意見を集約することができた。

市民参加の方法を選択
した理由・実施時期（流
れ）を選択した理由

○パブリックコメント
　昨今の状況から、学校関係者のみならず広く市民全体にとって関心の高い事柄であり、時間や場所に拘束されることなく広く市民から意見を求められること、また条例の素案を周知するのに有効であるため。
○保護者へのアンケート
　学校に直接関わる児童生徒をもつ保護者の意見を聴取するとともに理解を得るため。
　また、アンケートにパブリックコメント実施について記載することで、パブリックコメントを広く保護者に周知することができるため。

担当課（　　　指導課　　　　　）

２　市民参加の手続　実施結果について

市が考える
市民等への影響

〈メリット〉
　・いじめによる重大事案の発生を未然に防ぎ、児童生徒の安定した学習環境を整えることができる。
　・万一、重大事案が発生した場合も、市として条例に基づいた適切な対応をとることにより、児童生徒の安全を確保できる。

〈デメリット〉
　特になし名　称 いじめ防止対策推進条例

通　称 総合的かつ効果的ないじめ対策に関する条例

結果（途中・終了）
平成２７年２月１日時点



（２）実施された市民参加の流れ ＊継続的なもの

パブリックコメント実施（９/１～９/３０） パブリックコメントの結果の公表

素案の作成等 議決等

市の案等を検討

議会等への説明

アンケート配布

素案の作成等 アンケート実施 議決等

アンケート結果集計　　市の素案を検討

１月 ２月 ３月

パブリックコメント

 その他【保護者（ＰＡＴ役員）アンケート】

７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月
市民参加の手法

平成２６年度

４月 ５月 ６月


